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１ 業務名称 

北杜市児童相談システム導入業務 

 

２ 事業概要 

本プロポーザル実施要領は、本市が児童相談システム導入業務（以下、導入業務とい

う。）を実施するにあたり、公募による複数事業者からの提案内容を比較検討し、本市の

示す条件に合致したシステムの調達を図るためのものである。 

 

３  業務内容  

「北杜市児童相談システム導入業務仕様書」のとおりとする。 

 

４ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、以下の全ての条件を満たす者とする。  

① 北杜市入札参加者名簿（物品・役務提供等）に登載された者であること。 

② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当

しない者であって、同条第２項の規定に基づく本市の入札参加制限を受けていない

者であること。 

③ 「北杜市物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」の規定に基づく指名停止の措

置期間が含まれていない者であること。 

④ 北杜市暴力団排除条例（平成２４年条例第２９号）第２条の規定に基づく暴力団員

等又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。 

⑤ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされ

ている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者（再生

手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

⑥ 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年を経過していない者でないこと。 

⑦ プロポーザル実施前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

⑧ 納付すべき国税及び地方税の滞納がないこと。 

⑨ 本業務に関する十分な実績と能力を有し、提案から構築作業、システム稼働後の運

用保守について一貫して行うことができること。また、その体制を設けることがで

きること。 

⑩ 参加事業者及びシステム開発事業者が、プライバシーマーク、ＩＳＭＳなど電子自

治体構築に関連する認証を取得していること。 
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⑪ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）その他関係法令等を遵守

し、市が取り扱う個人情報、個人番号及び特定個人情報の管理に関する規程（平成

２７年北杜市訓令第１４号）等に定める安全管理措置と同等の措置を講じることが

できること。再委託を行う場合にあっては、再委託先も市と同等の措置を講じるこ

とができること。 

 

５ 受注者の選定方法  

本業務の受注者（以下「事業者」という。）の選定は、本業務の目的および内容に最も

合致する最適な提案を行った者を選定するため、公募型プロポーザル方式にて実施する。 

公募型プロポーザルは、「北杜市プロポーザル方式の実施に関する事務処理要領」に基

づき、審査委員会を設置して公正かつ厳正な審査を行う。 審査委員会は、評価基準に基

づき応募事業者の中から最も優れた提案を行った１者を特定者として選定し、当該特定者

と協議の上、随意契約を締結する。 

 

６ 業務履行期間 

（１）システム本稼働日 

本稼働日は令和９年４月１日とする。ただし契約締結後、北杜市と事業者が双方協議

のうえ、本稼働日を確定するものとする。 

（２）運用・保守期間 

  システム本稼働日から５年間 

 

７ 提案上限額 

令和８年度の導入業務の提案上限額（ソフトウェア費、構築費、研修費、諸経費、ハー

ドウェア費の総額）は、１９，３２２，６００円（消費税含む）とする。また、クライア

ント数は１７とし、既存データの移行費や住民基本台帳との連携費用は、構築費に含める

こと。また、導入業務とは別に、令和９年度～令和１３年度の運用・保守業務は５年間の

長期継続契約（地方自治法２３４条の３）とし、運用・保守費は総額３，３００，０００

円（消費税含む）を上限価格とする。なお、令和９年度以降において、長期継続契約に係

る予算について減額または削除があった場合、当該契約は解除するものとする。 

 

８ スケジュール  

① 公募期間  令和８年５月１日（金）～令和８年６月５日（金）午後５時 

② 質問締切日 令和８年５月２２日（金） 
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③ 質問回答期日 令和８年５月２７日（水） 

④ 参加申込期限 令和８年６月５日（金）午後５時 

⑤ 提案書類提出期限 令和８年６月１２日（金）午後５時 

⑥ 企画提案日程通知 令和８年６月１７日（水） 

⑦ 企画提案審査 令和８年６月２９日（月） 

⑧ 審査結果通知 令和８年７月３日（金） 

⑨ 契約締結  令和８年７月３日以降、市が指定した日 

９ 提出書類 

（１）参加申出書（提出期限６月５日） 

① 参加申出書（様式第１号） 

② 参加事業者の概要が確認できる資料 

(会社案内、事業経歴書、システムの導入実績等) 

（２）企画提案書（提出期限６月１２日） 

① 企画提案書は、以下の項目に従い作成すること。 

北杜市児童相談システム導入業務 企画提案書記載項目 

章 項 提案項目 記載要求事項 

1 提案事業者の概要   

  1 会社概要 会社名、所在地、代表者、設立年月、資本金、

従業員数（自治体専従人数）、事業内容、保守

サービス拠点、ISO等の認証取得状況、直近3か

年の事業状況、資格保有状況等 

  2 実績 本業務の対象システムの導入実績、県内におけ

るシェアの推移、本業務の遂行に有用な提案事

業者社員が保有する資格 

  3 事業スキーム 複数社の協業にて提案を行う場合は、協業スキ

ームを明記（再委託、再々委託が発生する場合

はそれを明記する事） 

委託先企業の会社名、所在地、代表者、設立年

月、資本金、従業員数（自治体専従人数）、事

業内容、保守サービス拠点、ISO等の認証取得状

況等 

2 システム導入に向けた基本的な考え方 

  1 導入に向けた考え方 本市の課題を踏まえ、システム導入の目的や課

題解決のビジョン 

3 システム概要 システムの機能、アピールポイント 
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  1 システムの全体像 システムの全体概念図、システムの特徴等 

  2 システムの稼働形態・方

式 

システムの稼働形態（画面遷移や利用面の特徴

についても実績を踏まえて説明）・方式 

  3 システムの機能 システムの機能、アピールポイント 

4 システム構築プロジェクト管理   

  1 スケジュール管理 契約締結後からシステムの本稼働に至るまでの

スケジュール 

  2 プロジェクト管理 本市職員と事業者との連絡・協議の体制、実施

体制、進捗管理、リスク管理 

5 データ移行   

  1 データ移行体制 データ移行の実施体制 

  2 データ移行手法 データ移行手法・スケジュール、提案事業者と

本市の役割 

6 運用サポート・保守   

  1 運用サポート体制 本稼働後の運用サポート体制 

  2 運用サポート内容 本稼働後における運用・保守内容（訪問サポー

トの頻度、ヘルプデスク） 

  3 障害発生時の対応・体制 システムに障害が発生した場合の対応方法と体

制 

  4 サービス品質保証 サービス（システム）の品質を維持するための

取り組み 

  5 有効な情報提供 法改正や他自治体での運用事例、山梨県独自運

用に関する情報提供 

7 システム操作研修   

  1 職員への研修手法 必要なマニュアルの作成、職員への操作研修の

実施内容、回数 

8 情報セキュリティ対策   

  1 情報セキュリティ体制 提案事業者の情報セキュリティ体制 

  2 システムのセキュリティ

機能 

職員のセキュリティ対策を支援する機能 

  3 情報漏洩防止 物理的、技術的、人的 

9 災害・障害対策   

  1 データバックアップ データバックアップはいつ、どのように、実施

するか 

10 その他 
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  1 契約終了時のデータ移行 契約終了時にシステム運用・保守を延長する場

合の費用等及び延長可能期間 

契約終了時に他システムへ移行する場合の経

費、データ引き渡しについての対応及び考え方 

  2 追加提案 仕様書に示した要件以外で、特に有効と思われ

る提案 

今後AIを導入する予定があるか（記録作成、議

事録作成、情報収集機能・課題分析（アセスメ

ント）リスク判断） 

 

② 企画提案書は、Ａ４判用紙両面印刷にて、３０頁以内で作成すること。なお、表紙

及び目次は頁数に含めない。また、図面等補足資料についてはＡ３判用紙を使用し

てもよいこととする。 

③ 目次を作成し、インデックス貼付のうえ、ページ番号を付すこと。 

④ 文字の大きさは１０ポイント以上とすること。 

（３）提案見積書及び参考見積書（提出期限６月１２日） 

① 提案見積書には、様式第２号を使用し、ソフトウェア費、構築費、研修費、諸経費

ハードウェア費（オンプレミス方式の場合のみ）を記載すること。また、別紙「シ

ステム機能要件書」に記載された機能を整備するために必要な費用（代替案又はカ

スタマイズで対応する費用）も含めること。なお、見積明細書（様式任意）を別途

作成すること。 

② 参考見積書には、様式第３号を使用し、１年ごと及び５年分の運用・保守費を記載

すること。 

③ 提案上限額を上回っていないことの確認が容易に行えるよう作成すること。 

（４）機能要件書（提出期限６月１２日） 

別紙「システム機能要件書」の要件ごとに以下の基準にて回答すること。 

項目 機能項目 回答内容 

機能要件 

対応状況欄 

パッケージの標準機能として実現可能 〇 

代替案又はカスタマイズで対応 △ 

対応不可 × 

なお、「代替案又はカスタマイズで対応」の項目がある事業者については、提案見

積書の金額に当該費用を含むものとする。 

（５）提出方法  

持参又は郵送で提出すること。なお、持参の場合は事前に電話連絡のうえ午前９時

から午後５時の時間内に提出すること。郵送で提出する場合は提出期限日の午後５時
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必着とする。 

（６）提出部数 

企画提案書、提案見積書、参考見積書については、ファイリング又は簡易的に製本 

したものをそれぞれ１１部提出すること。 

 

１０ 提出書類及び著作権等の取り扱い 

① 提出された企画提案書等の著作権は、元来第三者に帰属するものを除き、それぞれ

の提案者に帰属するものとする。提案書の中で第三者の著作物を使用する場合は、

著作権法（昭和４５年法律第４８号）に認められた場合を除き、当該第三者の承諾

を得なければならない。この場合において、第三者の著作物の使用に関する責は、

使用した提案者にすべて帰属するものとする。 

② 提出された書類は一切返却しないものとし、審査以外の目的に使用しない。 

③ 提出期限以降は、提出された書類の追加、差し替え、訂正等はできない。 

④ 企画提案書の提出は、１者につき１案とする。 

⑤ 提出書類の公開については、北杜市情報公開条例（平成１６年条例第１２号）に基

づき処理する。 

 

１１ 質疑応答 

（１）受付方法 

本プロポーザルに関して疑義がある場合は、次の提出期限内に質問書（様式第４号）

を電子メールにて提出すること。なお、質問書を送信した場合は、その旨の電話連絡を

行うこと。口頭による質問、審査に係る質問は受け付けない。指定の方法でない場合、

明らかに参加資格を満たしていないと認められる場合には、回答しない。 

（２）提出期限 

令和８年５月２２日（金）午後５時まで。 

（３）回答方法 

質問に関する回答は、受付の翌日から起算して３日以内（休日を除く）に、北杜市ホ

ームページに掲載する。 

 

１２ 審査方法と配点 

（１）審査選定機関 

事業者の選定は、「児童相談システム導入業務公募型プロポーザル審査委員会（以下

「委員会」という。）」を設置し、非公開で行うものとする。 
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（２）審査項目と配点 

  審査は、機能評価、見積価格評価、企画提案評価の３項目にて行う。各評価項目の配点

は以下のとおりとする。 

 

審査項目 配点 

書類審査 
機能評価 ４０点 

見積価格評価 １０点 

企画提案評価 ５０点 

合計 １００点 

（３）書類審査 

  書類審査による絞り込み 

応募者が３者を超えた場合、こども家庭課において書類審査を行い、評価点の合計

が高い順に３者を企画提案評価の対象とする。この場合において、同点者が２者以上

あるときは、機能評価点の高い順に選定する。 

（４） 企画提案評価 

① 実施日時 

令和８年６月２９日（月）午後 実施予定 

※実施日時の詳細については、別途参加者に通知する（応募者が３者を超えた場 

合、書類審査結果についても併せて通知する。） 

② 会場 

北杜市役所本庁西会議室 

③ 実施時間 

企画提案は１提案者あたり３０分以内とし、企画提案終了後に質疑応答の時間を１５

分設ける。（割当時間内に企画提案、必要に応じてデモンストレーション等を行う。

時間配分は任意とする。） 

④ 企画提案 

企画提案書の内容、順序に沿って評価を行う。 

⑤ 評価及び採点 

審査委員が対象事業者毎に行い、審査委員会の事務局がこれを集計する。 

⑥ 出席人数 

出席可能人数は３名以内とする。 

⑦ プロジェクターを使用する場合は、パソコン（HDMI出力できるもの。）を持参するこ

と。スクリーン及びプロジェクターは北杜市において用意する。 
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１３ 欠格事項 

参加者が次の各号いずれかに該当するときは、失格とする。 

① 参加資格要件を満たしていないとき。 

② 提出方法、提出先及び提出期間に適合しないとき。 

③ 本実施要領等に示された条件に適合しないとき。 

④ 虚偽の内容が記載されているとき。 

⑤ その他審査の公平さに影響を与える行為があったと認められるとき。 

 

１４ 特定者（最優秀提案者）の決定  

書類審査（機能評価点及び見積価格評価点）、企画提案評価点を加算方式により採点

し、各審査委員の合計評価点で１位を最も多く得た者を特定者とする。なお、１位が同

数の場合、総合評価点が上位の者を特定者とする。ただし、特定者の決定後、不測の事

態が生じた場合は、次点の評価点を取得した者を特定者とすることがある。 

参加者が１者の場合は、審査において、評価得点が６０点以上であれば、本実施要領

を満たすものと判断し、その参加者を特定者として選定する。 

 

１５ 審査結果の通知 

審査の結果は、令和８年７月３日（金）に書面を発送し、通知する。なお、審査結果に

関する質問及び異議申し立ては一切受け付けない。 

 

１６ 契約の締結 

 特定者と市で契約を締結するための仕様内容の調整を行い、上限額を限度とし、地方自

治法施行令第１６７条の２第１項第２号により随意契約を締結する。この協議における協

議内容（議事録）については、協議の都度、特定者が取りまとめ、市に了承を得ること。 

 なお、導入業務を一の契約として、運用保守業務を一の業務として締結し、各契約書に

は個人情報取扱特記事項を付するものとする。 

 特定者と契約締結に至らなかった場合は、次点者と協議を行うものとする。 

 

１７ その他の留意事項  

① 本プロポーザルの参加に要した一切の経費は、すべて提案事業者の負担とする。 

② 緊急時において、やむを得ない理由等により本プロポーザルを停止、中止又は取り

消すことがある。この場合において、本プロポーザルに要した費用を市に請求する

ことはできない。 

③ 本市から本提案及び構築業務において知り得た情報については、第三者への提供及

び本業務の目的以外に使用してはならない。  

④ その他必要な事項については協議の上、決定する。  
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１８ 担当部署・提出先 

北杜市こども政策部こども家庭課こども家庭担当 担当者名：丸田 

〒408-0012 山梨県北杜市高根町箕輪697 

電話 ：0551-42-1401 

ＦＡＸ：0551-30-4144 

メール：kodomokatei@city.hokuto.lg.jp 


